（団体推進コース）
様式第11号
　　年　　月　　日
働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書
	
	労　働　局　長　殿



	事業主団体等
（共同事業主の場合は代表事業主）
	所在地　〒


	
	電話番号

	
	法人名

	
	代表者職氏名　　　　　　　　　　　




	代理人又は社会保険労務士
（提出代行者・事務代理者の表示）
	所在地　〒


	
	電話番号

	
	法人名

	
	代表者職氏名

	
	社会保険労務士氏名



　働き方改革推進支援助成金に係る改善事業の実施の結果について、必要な資料を添付の上、下記のとおり報告します。

記


続紙のとおり。


様式第11号（続紙１）
１－１　改善事業及び成果目標
	（１）改善事業（実施したものを選択）

	☐　①市場調査
☐　②新ビジネスモデル開発・実験
☐　③材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験
☐　④取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
☐　⑤販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
	☐　⑥好事例の収集、普及啓発
☐　⑦セミナー（勤務間インターバルに係る事項を含む。）の開催等
☐　⑧巡回指導、相談窓口の設置等
☐　⑨構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
☐　⑩人材確保に向けた取組

	（２）成果目標　※達成した構成事業主数を記入

	構成事業主のうち　　　　事業主に対して、改善事業又は改善事業の実施結果を活用した

	（３）事業実施期間
	年　　月　　日　～　　年　　月　　日

	改善事業の内容
	実施時期
	費用の支出実績（内訳）
【 ☐税抜 ・ ☐税込 】
	交付決定額と支出実績が異なる場合、増減額及びその理由

	
	
	




















	

	所要額の合計
	円



様式第11号（続紙２）
	（４）改善事業の実施結果の伝達状況

	

	（５）事業実施結果の効果検証、活用方法の検証

	






様式第11号（続紙３）

２　助成対象経費
	（１）経費区分

	
	謝金
	円
	展示会等出展費
	円

	
	旅費
	円
	通信運搬費
	円

	
	借損料
	円
	機械装置等購入費
	円

	
	会議費
	円
	造作費
	円

	
	雑役務費
	円
	備品費
	円

	
	印刷製本費
	円
	委託費
	円

	
	原材料費
	円
	試作・実験費
	円

	
	広告宣伝費
	円
	経費区分計　　　　　　　　　　　円

	（２）総事業費から収入額を控除した額
	円

	
	総事業費
	円

	
	収入額（見込）
	円

	（３）国庫補助所要額（改善事業の実施に要する費用）
※上記（１）、（２）又は助成上限額のいずれか低い額を記入
	万円
（1,000円未満切捨て）



３　消費税仕入控除税額に関する事項
	（１）上記３（５）の算定方法
☐　①消費税仕入控除税額を除いて（税抜で）国庫補助所要額を算定
☐　②消費税仕入控除税額を含めて（税込で）国庫補助所要額を算定

	（２）上記（１）で②を選択した場合のみ回答

	
	☐　①免税事業者である
☐　②簡易課税事業者である
☐　③消費税法別表第３に掲げる法人である
☐　④①～③以外の者であって、消費税仕入控除税額の報告及び返還を選択する

	
	（④を選択した場合のみ確認）
消費税及び地方消費税の申告により、消費税仕入控除税額が確定した場合（消費税仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、遅くとも事業実施年度の翌々年度６月末日までに労働局長に報告しなければなりません。
報告いただいた後、労働局長が当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じます（消費税仕入控除額が０円の場合は除く。）。当該命令のなされた日から20日以内が納付期限となりますので、速やかに返還してください。返還に際しては、交付要綱に基づき、延滞金が併せて課されることがあります。
上記の報告及び返還に応じなかった場合、交付決定を取り消し、支給した助成金の返還等を命じることがあります。
	☐　確認しました



